
議案第 ２ 号 

 

    

県立学校処務規程の一部を改正する訓令について 

 

 

 以下の理由により、県立学校処務規程の一部を改正する訓令案を別紙のとおり提出す

る。 

 

 

  令和８年３月12日提出 

 

 

 沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満  

 

 

理 由 

  沖縄県公文書等の管理に関する条例に基づく沖縄県教育委員会公文書管理規程の制定

に伴い、県立学校処務規程の一部を改正する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

【参考・根拠規定】 

 沖縄県公文書等の管理に関する条例 

（公文書管理規程） 

  第10条 実施機関は、公文書の管理が第４条から前条までの規定に基づき適正に行わ

れることを確保するため、公文書管理規程を設けなければならない。 

 

 



別紙

沖縄県教育委員会訓令第 号

県立学校処務規程の一部を改正する訓令

県立学校処務規程（昭和54年教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

「第３章 文書取扱い（第６条―第43条） 「第３章 専決及び代理決裁（第６条―第11条）
目次中 を

第４章 専決（第44条―第47条） 」 第４章 証明書等の交付手続き（第12条） 」

に改める。

第１条中「文書取扱い並びに副校長、教頭及び事務長の専決」を「副校長、教頭及び事務長の専決並びに

証明書等の交付」に改める。

第３章を削る。

第４章中第44条を第６条とし、第45条から第46条までを38条ずつ繰り上げる。

第47条を第９条とし、同条の次に次の２条を加える。

（代理決裁）

第10条 校長が決裁すべき事項については、教頭（副校長を置く学校にあっては、副校長）が代理決裁をす

ることができる。

２ 事務長が専決すべき事項については、事務長があらかじめ指定した事務主幹又は事務主査が代理決裁を

することができる。事務長が不在の場合における急施を要する事項の決裁についても、また、同様とす

る。

（代理決裁の保留及び代理決裁後の措置）

第11条 この訓令に定める代理決裁者は、重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急

に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわら

ず、代理決裁を保留し、上司の指示を受けなければならない。

２ 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受け、又は報告をしなければならない。ただし、あら

かじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

第４章を第３章とする。

第３章の次に次の１章を加える。

第４章 証明書等の交付手続き

第12条 卒業証明、在学証明その他の証明の交付を受けようとする者は、証明書等交付申請書（第１号様

式）に、次に掲げる書類及び沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例（沖縄県条例第41号）第

２条に規定する証明手数料を添えて（現に在学中の幼児、児童又は生徒が申請する場合を除く。）、校長

に申請しなければならない。

⑴ 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証等）

⑵ 交付を受けようとする者の委任を受けたものが申請する場合 委任状

２ 校長は、次に掲げる証明書等を交付する場合は、厳封して交付しなければならない。

⑴ 学校成績証明書（大学等の入学に要する調査書を含む。）

⑵ 単位修得証明書

３ 前２項の規定にかかわらず、国（独立行政法人を含む。）及び地方公共団体の機関から証明書等の発行

を求められた場合その他沖縄県教育委員会が特に必要と認める場合は、その限りでない。

別表第１を次のように改める。

別表第１ 削除

第１号様式から第６号様式までを削る。

第７号様式を第１号様式とし、第８号様式から第13号様式までを削る。

附則

（施行期日）

１ この訓令は、令和８年４月１日より施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行前に行われた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってした手続その他の行為

とみなす。



訓令案の概要説明

部課名 県立学校教育課

１ 件名

県立学校処務規程の一部を改正する訓令

２ 制定の経緯及び必要性

⑴ 教育委員会の文書の管理については、従前から教育庁等文書管理規程（昭和53

年教育委員会訓令第２号）、教育庁等文書編集保存規程（昭和53年教育委員会訓

令第３号）及び県立学校処務規程（昭和54年沖縄県教育委員会訓令第２号）等に

より行ってきた。

⑵ 沖縄県公文書等の管理に関する条例（令和７年沖縄県条例第３号。以下「公文

書管理条例」という。）の施行に伴い、従来規定を廃止し新たに沖縄県教育委員

会公文書管理規程を定める予定である。

⑶ ⑵を踏まえ、県立学校処務規程の一部を改正する必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 目次を改める

⑵ 第１条を改める。

⑶ 文書取扱いに関する章を削除する。（第３章関係）

⑷ 代理決裁について定める。（第10条及び第11条関係）

⑸ 証明書等の交付手続きを定める。（第12条関係）

⑹ この訓令は、令和８年４月１日から施行する。（附則第１項）

⑺ この訓令の施行に関し、必要な経過措置を定める。（附則第２項）

４ 根拠法令

沖縄県公文書等の管理に関する条例第10条

５ 添付資料

⑴ 根拠法令等の参照条文

⑵ 新旧対照表



新
旧
対

照
表

県
立

学
校

処
務

規
程
（

昭
和

5
4
年

沖
縄

県
教

育
委

員
会

訓
令

第
２

号
）

新
旧

対
照
表

改
正

案
現

行

目
次

目
次

第
１
章

総
則

（
第

１
条

・
第

２
条
）

第
１

章
総

則
（

第
１

条
・
第

２
条
）

第
２
章

公
印

取
扱

い
（

第
３

条
―
第

５
条
）

第
２

章
公

印
取

扱
い

（
第
３

条
―
第

５
条

）
（

削
る

）
第

３
章

文
書

取
扱
い

（
第
６

条
―
第

4
3
条

）
第

３
章

専
決

及
び

代
理

決
裁

（
第

６
条

―
第

1
1
条

）
第

４
章

専
決

（
第
4
4
条

―
第

4
7
条
）

第
４
章

証
明

書
等

の
交

付
手

続
き
（

第
1
2
条

）
（

新
設

）
附

則
附

則
第

１
章

総
則

第
１

章
総

則
（

目
的

）
（

目
的

）
第

１
条

こ
の

訓
令

は
、

別
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
県

立
学

校
（

以
下

「
学

校
」

と
い

う
。

）
に

第
１

条
こ

の
訓

令
は

、
別

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

県
立

学
校

（
以

下
「

学
校

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

公
印

取
扱

い
、

副
校

長
、

教
頭

及
び

事
務

長
の

専
決

並
び

に
証

明
書

お
け

る
公

印
取

扱
い

、
文

書
取

扱
い

並
び

に
副

校
長

、
教

頭
及

び
事

務
長

の
専

決
等
の

交
付

に
関
し

、
必
要

な
事

項
を
定

め
る

も
の
と

す
る

。
に

関
し

、
必

要
な
事

項
を
定

め
る

も
の
と

す
る
。

（
削
る

）
第

３
章

文
書
取

扱
い

（
文

書
処

理
の

原
則
）

（
削

る
）

第
６

条
文

書
事

務
の

処
理

は
、

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
と

と
も

に
、

常
に

文
書

事
務

の
管

理
改

善
に

努
め

、
も

っ
て

学
校

運
営
の

能
率
向

上
を

図
る
こ

と
を
旨

と
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
２

文
書

は
、

常
に

丁
寧

に
取

り
扱

う
と

と
も

に
、

そ
の

受
渡

し
を

確
実

に
行

い
、

汚
損

又
は

紛
失

の
な

い
よ

う
に

注
意
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
（

文
書

作
成

の
原

則
）

（
削

る
）

第
７

条
文

書
を

作
成

す
る

と
き

は
、

常
用

漢
字

表
（

平
成

2
2
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

、
現

代
仮

名
遣

い
（

昭
和

6
1
年

内
閣

告
示

第
１

号
）

、
送

り
仮

名
の

付
け

方
（

昭
和

4
8
年

内
閣

告
示

第
２

号
）

等
に

よ
り

、
平

易
、
簡

明
か
つ

正
確
に

表
現

す
る
よ

う
に
努

め
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

２
文

書
の

書
き

方
は

、
原

則
と

し
て
左

横
書

き
と
す

る
。

（
秘

密
保

持
の

原
則
）

（
削

る
）

第
８

条
文

書
は

、
校

長
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
、

関
係

者
以

外
の

者
に

示
し

、
内

容
を

告
げ

、
若

し
く

は
写

し
を

与
え

、
又
は

学
校
外

に
持

ち
出
し

て
は
な

ら
な

い
。

２
秘

密
文

書
は

、
特

に
細

心
の

注
意

を
払

っ
て

取
り

扱
い

、
当

事
者

又
は

関
係

者
以

外
の

者
の

目
に

ふ
れ

る
箇

所
に

放
置

し
て
は

な
ら
な

い
。

（
文

書
の

整
理

・
保
管

の
原
則

）
（

削
る
）

第
９

条
文

書
の

整
理

及
び

保
管

に
当

た
っ

て
は

、
常

に
火

災
、

盗
難

等
の

予
防

を
完

全
に

し
、

重
要

な
も

の
は

、
非

常
災

害
時

に
際

し
て

保
護

に
支

障
の

な
い

よ
う

あ
ら

か
じ

め
準

備
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
未

処
理

文
書

は
、

所
定

の
場

所
に

整
理

し
、

常
に

そ
の

所
在

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
文

書
取

扱
主

任
）

（
削

る
）

第
1
0
条

学
校

に
文

書
取

扱
主
任

を
置
く

。

（
新

旧
対

照
表

1
ペ

ー
ジ

）



２
文

書
取

扱
主

任
は

、
事

務
長

を
も

っ
て

充
て

る
。

た
だ

し
、

事
務

長
の

置
か

れ
て

い
な

い
学

校
に

あ
っ

て
は

、
事

務
職

員
の
う

ち
か
ら

校
長

が
命
ず

る
。

３
文

書
取

扱
主

任
は

、
上

司
の

命
を
受

け
次

に
掲
げ

る
事
務

を
行

う
。

⑴
文

書
事

務
の

改
善

に
関
す

る
こ
と

。
⑵

文
書

の
処

理
及

び
促

進
に

関
す
る

こ
と

。
⑶

文
書

の
整

理
、

保
管

、
保

存
及
び

廃
棄

に
関
す

る
こ
と

。
⑷

そ
の

他
文

書
取

扱
い

に
関

す
る
こ

と
。

（
文

書
取

扱
担

当
者
）

（
削

る
）

第
1
1
条

学
校

に
文

書
取

扱
担
当

者
を
置

く
。

２
文

書
取

扱
担

当
者

は
、

事
務

職
員
の

う
ち

か
ら
校

長
が
命

ず
る

。
３

文
書

取
扱

担
当

者
は

、
文
書

取
扱
主

任
の

事
務
を

補
助
す

る
。

（
文

書
年

度
）

（
削

る
）

第
1
2
条

文
書

年
度

は
、

毎
年
４

月
１
日

に
始

ま
り
、

翌
年
３

月
3
1
日

に
終

わ
る

も
の
と

す
る

。
（

記
号

及
び

番
号

）
（

削
る
）

第
1
3
条

文
書

に
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

記
号

及
び

番
号

を
付

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

、
記

号
の
次

に
番
号

を
付
す

る
も

の
と
す

る
。

⑴
文

書
の

記
号

は
、

別
表

第
１

に
定

め
る

と
お

り
と

し
、

そ
の

番
号

は
、

各
学

校
に

備
え

る
文

書
件

名
簿

（
第

１
号

様
式

）
に

よ
り

、
収

受
の

際
に

記
入

し
、

収
受

に
基

づ
か

な
い

で
発

す
る

場
合

は
、

施
行

の
際

に
記

入
す

る
日

付
順

の
一

連
番

号
と

す
る

。
た

だ
し

、
軽

易
な

文
書

に
つ

い
て

は
、

番
号

に
代

え
て

「
号

外
」

と
表

示
し

、
文

書
件

名
簿

へ
の

記
載

は
省

略
す

る
も

の
と

す
る

。
⑵

親
展

文
書

及
び

秘
密

文
書

の
記

号
は

、
前

号
に

定
め

る
記

号
の

次
に

「
親

」
及

び
「

秘
」

を
加

え
た

も
の

と
し

、
そ

の
番

号
は

学
校

に
備

え
る

親
展

文
書

件
名

簿
（

第
２

号
様

式
）

に
よ

る
日

付
順

の
一

連
番

号
と

す
る

。
⑶

異
な

る
番

号
の

収
受

文
書

を
一

件
の

文
書

に
よ

り
処

理
す

る
と

き
は

、
当

該
番

号
の

う
ち

適
宜

の
も

の
を

文
書

番
号

と
す

る
。

（
文

書
の

収
受

及
び
配

布
）

（
削

る
）

第
1
4
条

文
書

取
扱

主
任

は
、

学
校

に
到

達
し

た
文

書
等

を
収

受
し

た
と

き
は

、
次

に
よ

り
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

⑴
学

校
及

び
校

長
宛

て
の

文
書

等
（

親
展

文
書

及
び

秘
密

文
書

を
除

く
。

）
は

、
開

封
し

、
余

白
に

収
受

印
（

第
３

号
様

式
）

を
押

し
、

文
書

件
名

簿
に

記
載

の
う

え
、

校
長

の
査

閲
を

受
け

る
も

の
と

す
る

。
⑵

学
校

及
び

校
長

宛
て

の
親

展
文

書
及

び
秘

密
文

書
は

、
開

封
し

な
い

で
当

該
封

筒
に

収
受

印
を

押
し

、
名

宛
人

に
配

布
す

る
も

の
と
す

る
。

⑶
電

報
を

収
受

し
た

と
き

は
、

文
書

件
名

簿
へ

の
手

続
を

省
略

し
、

そ
の

余
白

に
（

親
展

電
報

に
あ

っ
て

は
封

を
し

た
ま
ま

）
収

受
印
を

押
し

て
直
ち

に
名

宛
人
に

配
布

す
る
も

の
と
す

る
。

⑷
現

金
、

有
価

証
券

又
は

物
品

（
以

下
「

金
品

」
と

い
う

。
）

を
添

付
し

た
文

書
は

、
第

１
号

に
よ

る
取

扱
い

の
ほ

か
、

金
品

は
当

該
文

書
の

余
白

に
そ

の
旨

を
朱

書
し

、
そ

の
金

額
、

数
量

等
を

金
品

受
付

簿
（

第
４
号

様
式

）
に
記

載
し

た
う
え

処
理

す
る
も

の
と

す
る
。

⑸
前

各
号

以
外

の
文

書
等
は

、
担
当

職
員

又
は
名

宛
人
に

配
布

す
る
も

の
と

す
る
。

（
収

受
手

続
の

省
略
）

（
削

る
）

第
1
5
条

次
に

掲
げ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
文

書
件

名
簿

へ
の

登
載

及
び

収
受

印
の

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

⑴
刊

行
物

、
ポ

ス
タ

ー
及
び

こ
れ
ら

に
類

す
る
も

の
⑵

挨
拶

状
、

案
内

状
そ

の
他

こ
れ
ら

に
類

す
る
も

の
で
軽

易
と

認
め
ら

れ
る

も
の

（
新

旧
対

照
表
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）
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⑶
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の
の

ほ
か
、

そ
の

内
容
が

軽
易
と

認
め

ら
れ
る

も
の

（
秘

密
文

書
）

（
削

る
）

第
1
6
条

秘
密

文
書

は
、

そ
の

内
容

の
秘

密
保

全
の

必
要

度
に

応
じ

て
、

次
の

２
種

類
に

区
分

す
る

も
の

と
す

る
。

⑴
極

秘
そ

の
事

案
が

秘
密

保
全

の
必

要
の

高
い

秘
密

で
あ

っ
て

、
当

該
事

案
の

当
事

者
以

外
の

者
に

秘
密

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
も

の
⑵

秘
そ

の
事

案
が

極
秘

に
つ

ぐ
程

度
の

秘
密

で
あ

っ
て

、
関

係
者

以
外

の
者

に
秘

密
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
２

秘
密

文
書

の
指

定
及

び
解

除
は

、
前

項
の

区
分

（
以

下
「

秘
密

区
分

」
と

い
う

。
）

に
従

い
、

校
長

が
行

う
も

の
と
す

る
。

３
秘

密
文

書
の

指
定

は
、

秘
密

取
扱
期

間
を

定
め
て

行
う
も

の
と

す
る
。

４
秘

密
文

書
に

は
、

秘
密

区
分

及
び

秘
密

取
扱

期
間

を
当

該
秘

密
文

書
の

右
上

部
に

明
記

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
秘

密
文

書
の

保
管
及

び
複
製

）
（

削
る
）

第
1
7
条

校
長

又
は

そ
の

命
を

受
け

た
者

は
、

常
に

秘
密

文
書

の
所

在
及

び
送

付
先

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

２
秘

密
文

書
は

、
複

製
し

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
特

別
な

理
由

が
あ

る
と

き
は

、
校

長
の

承
認

を
受

け
て

複
製

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
（

秘
密

文
書

の
決

裁
及

び
送
付

）
（

削
る
）

第
1
8
条

秘
密

文
書

に
つ

い
て

決
裁

を
受

け
、

又
は

供
覧

す
る

場
合

に
は

、
校

長
又

は
そ

の
命

を
受

け
た

者
が

封
筒

に
入
れ

て
携
行

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

２
秘

密
文

書
は

、
次

に
掲

げ
る

方
法
に

よ
り

送
付
す

る
も
の

と
す

る
。

⑴
極

秘
文

書
校
長

の
指
定

す
る
者

が
封

筒
に
入

れ
て
携

行
す

る
こ
と

。
⑵

秘
文

書
校

長
の

指
定

す
る

者
が

、
封

筒
に

入
れ

て
携

行
し

、
又

は
校

長
の

指
示

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
親

展
扱

い
と
す

る
。

（
文

書
の

処
理

）
（

削
る
）

第
1
9
条

校
長

は
、

査
閲

後
自

ら
処

理
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
た

も
の

以
外

の
文

書
に

あ
っ

て
は

、
担

当
職

員
に

処
理

方
針
及

び
指
示

事
項

等
を
示

し
た
後

交
付

す
る
。

２
前

項
の

規
定

に
よ

り
文

書
の

交
付

を
受

け
た

担
当

職
員

は
、

速
や

か
に

処
理

に
当

た
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

供
覧

）
（

削
る
）

第
2
0
条

閲
覧

に
供

す
べ

き
文

書
は

、
そ

の
余

白
に

供
覧

と
朱

書
し

、
関

係
者

の
閲

覧
に

供
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

文
書

の
起

案
）

（
削

る
）

第
2
1
条

事
案

の
処

理
は

、
文

書
に

よ
っ

て
行

う
こ

と
を

原
則

と
し

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

⑴
文

案
は

、
分

か
り

や
す
い

言
葉
で

簡
明

か
つ
正

確
に
表

現
す

る
こ
と

。
⑵

定
例

又
は

軽
易

な
文

書
を

除
き

、
起

案
の

理
由

を
記

載
し

、
関

係
法

規
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項
を

付
記

又
は

添
付

す
る

こ
と
。

⑶
施

行
区

分
を

表
示

し
、

起
案

年
月

日
を

記
載

の
う

え
、

更
に

処
理

期
限

の
あ

る
も

の
に

は
、

そ
の

期
限

を
記

載
す

る
こ
と

。
⑷

電
報

案
は

、
特

に
簡

易
を

旨
と

し
、

案
文

に
振

り
仮

名
を

つ
け

、
余

白
に

総
字

数
、

種
類

及
び

指
定

そ
の

他
必

要
事

項
を

記
入

す
る
こ

と
。

２
文

書
の

起
案

は
、

起
案

用
紙

甲
（

第
５

号
様

式
）

、
起

案
用

紙
甲

の
２

（
第

５
号

様
式

の
２

）
及

び
起

案
用

紙
乙

（
第

６
号

様
式

）
を

用
い

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

第
２
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枚
目

以
後

に
使

用
す

る
用

紙
に

つ
い

て
は

、
継

続
用

紙
に

代
え

て
他

の
用

紙
を

用
い

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
卒

業
証

明
、

在
学

証
明

そ
の

他
の

証
明

に
関

す
る

事
案

の
処

理
は

、
証

明
書

等
交

付
申

請
書
（

第
７
号

様
式

）
を
用

い
る
こ

と
が

で
き
る

。
４

第
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
収

受
文

書
の

う
ち

、
回

答
、

報
告

等
を

要
す

る
文

書
で

軽
易

な
も

の
に

つ
い

て
は

、
電

話
又

は
口

頭
処

理
票

（
第

８
号

様
式

）
で

通
知

す
る

こ
と

に
よ

り
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
決

裁
区

分
の

表
示
）

（
削

る
）

第
2
2
条

起
案

者
は

、
起

案
文

書
の

決
裁

区
分

欄
に

、
次

に
掲

げ
る

決
裁

区
分

を
記

入
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
甲

校
長

の
決

裁
を

要
す

る
も

の
乙

副
校

長
限

り
で

決
裁

す
る

も
の

丙
教

頭
限

り
で

決
裁

す
る
も

の
丁

事
務

長
限

り
で

決
裁

す
る

も
の

（
施

行
区

分
）

（
削

る
）

第
2
3
条

起
案

文
書

に
は

、
次
に

掲
げ
る

と
お

り
施
行

区
分
を

表
示

す
る
も

の
と

す
る
。

⑴
発

送
種

別
郵
便

、
フ
ァ

ク
シ
ミ

リ
、

電
子
メ

ー
ル
等

⑵
電

話
又

は
口

頭
を

も
っ
て

連
絡
す

る
も

の
電

話
又
は

口
頭

連
絡

⑶
公

印
を

省
略

す
る

も
の

公
印
省

略
（

決
裁

及
び

回
議

）
（

削
る
）

第
2
4
条

起
案

文
書

は
、

上
司
の

決
裁
を

受
け

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
２

起
案

文
書

の
決

裁
は

、
関

係
職

員
に

回
議

の
う

え
、

事
務

長
、

教
頭

、
副

校
長

（
副

校
長

を
置

く
学

校
に

限
る

。
）

を
経

て
校

長
の

順
に

受
け

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
専

決
に

係
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

当
該

専
決

者
ま
で

と
す
る

。
（

起
案

文
書

の
持

ち
回

り
）

（
削

る
）

第
2
5
条

起
案

文
書

の
う

ち
、

秘
密

に
属

す
る

も
の

、
重

要
な

も
の

、
急

を
要

す
る

も
の

又
は

内
容

を
説

明
す

る
必

要
が

あ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

担
当

職
員

が
自

ら
持

ち
回

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
代

理
決

裁
）

（
削

る
）

第
2
6
条

校
長

が
決

裁
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

は
、

教
頭

（
副

校
長

を
置

く
学

校
に

あ
っ

て
は

、
副

校
長

）
が

代
理

決
裁
を

す
る
こ

と
が
で

き
る

。
（

削
る
）

第
2
6
条

の
２

事
務

長
が

決
裁

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
は

、
事

務
長

が
あ

ら
か

じ
め

指
定

し
た

事
務

主
幹

又
は

事
務

主
査
が

代
理
決

裁
を
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

（
削

る
）

第
2
7
条

代
理

決
裁

者
が

事
案

を
代

理
決

裁
し

た
と

き
は

、
代

理
決

裁
者

と
し

て
押

印
し

た
箇

所
の

上
部

に
「

代
」

と
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

軽
易

な
も

の
を

除
き

、
決

裁
権

者
の

出
勤

後
直

ち
に

閲
覧
に

供
す
る

も
の

と
す
る

。
（

文
書

の
訂

正
）

（
削

る
）

第
2
8
条

文
書

の
字

句
を

訂
正

し
、

削
除

し
、

又
は

加
入

す
る

と
き

は
、

黒
イ

ン
ク

を
用

い
そ

れ
ぞ

れ
の

部
分

に
押

印
し
て

訂
正
者

の
責
任

を
明

ら
か
に

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

（
廃

案
そ

の
他

の
場
合

の
処
理

）
（

削
る
）

第
2
9
条

起
案

文
書

が
廃

案
と

な
り

、
又

は
重

要
な

内
容

の
変

更
を

受
け

た
と

き
は

、
担

当
職

員
は

回
議

し
た

関
係

職
員
に

そ
の
旨

を
通
知

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

（
決

裁
印

）
（

削
る
）

第
3
0
条

決
裁

済
原

議
に

は
、
決

裁
印
（

第
９

号
様
式

）
を
押

さ
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

（
文

書
の

施
行

）
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（
削

る
）

第
3
1
条

決
裁

を
受

け
た

文
書
は

、
速
や

か
に

施
行
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
２

決
裁

の
後

、
新

た
な

事
態

の
発

生
に

よ
り

施
行

を
取

り
や

め
、

又
は

保
留

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

き
は

、
新

た
に

そ
の

旨
を

起
案

し
、

決
裁

済
原

議
を

添
付

し
て

決
裁

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
用

紙
の

規
格

）
（

削
る
）

第
3
2
条

文
書

の
用

紙
の

規
格
は

、
原
則

と
し

て
日
本

産
業
規

格
Ａ

列
４
番

と
す

る
。

（
文

書
の

浄
書

）
（

削
る
）

第
3
3
条

文
書

の
浄

書
は

、
手
書

き
、
複

写
又

は
タ
イ

プ
に
よ

り
行

う
も
の

と
す

る
。

（
文

書
の

施
行

名
義
）

（
削

る
）

第
3
4
条

文
書

の
施

行
名

義
は
、

校
長
又

は
学

校
名
と

す
る
。

（
公

印
及

び
契

印
）

（
削

る
）

第
3
5
条

施
行

す
る

文
書

は
、

浄
書

及
び

校
合

し
た

後
、

決
裁

済
原

議
を

添
え

て
公

印
取

扱
主

任
の

審
査

を
受

け
、

自
ら

公
印

を
押

印
す

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
、

朱
肉

を
用

い
て

そ
の

文
書

の
施

行
者

名
の

最
終

文
字

の
中
央

に
か
け

て
押

印
す
る

も
の
と

す
る

。
２

契
印

は
、

決
裁

済
原

議
の

宛
先

と
施

行
文

書
の

上
部

中
央

に
朱

肉
を

用
い

て
押

印
す

る
も

の
と

す
る

。
３

前
２

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
軽

易
な

文
書

に
つ

い
て

は
公

印
及

び
契

印
の

押
印

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
文

書
の

発
送

）
（

削
る
）

第
3
6
条

文
書

の
発

送
は

、
文
書

取
扱
担

当
者

が
行
う

。
２

発
送

文
書

の
日

付
は

、
発
送

の
日
を

記
入

す
る
も

の
と
す

る
。

３
電

報
を

発
信

す
る

と
き

は
、

電
報

発
信

簿
（

第
1
0
号

様
式

）
に

記
載

の
う

え
、

直
ち

に
発

信
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

４
文

書
を

発
送

す
る

と
き

は
、

文
書

件
名

簿
及

び
起

案
用

紙
の

所
定

欄
に

必
要

事
項

を
朱

書
し

、
押

印
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

５
文

書
を

本
人

等
に

直
接

渡
す

と
き

は
、

起
案

用
紙

に
そ

の
旨

朱
書

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

軽
易

な
も

の
に

つ
い
て

は
、
こ

の
限

り
で
な

い
。

（
文

書
の

整
理

）
第

3
7
条

文
書

は
、

常
に

整
理

し
、

そ
の

所
在

箇
所

及
び

処
理

状
況

を
明

ら
か

に
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
完

結
し

た
文

書
の
処

理
）

（
削

る
）

第
3
8
条

完
結

し
た

文
書

は
、
文

書
取
扱

主
任

に
送
付

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

２
完

結
し

た
文

書
の

編
集

及
び

保
存

に
つ

い
て

は
、

別
に

定
め

る
県

立
学

校
文

書
種

目
に

よ
り

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

（
文

書
の

保
存

期
間
）

（
削

る
）

第
3
9
条

文
書

の
保

存
期

間
は
、

法
令
に

特
別

の
定
め

が
あ
る

も
の

の
ほ
か

、
次

の
５
種

と
す

る
。

第
１

種
2
0
年

第
２

種
1
0
年

第
３

種
５

年
第

４
種

３
年

第
５

種
１

年
２

前
項

の
保

存
期

間
は

、
そ

の
文

書
の

処
理

完
結

の
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

の
初

日
か

ら
起

算
す

る
。

３
校

長
は

、
保

存
期

間
の

延
長

の
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
保

存
期

間
を

延
長

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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４
次

の
各

号
に

掲
げ

る
文

書
は

、
保

存
期

間
又

は
延

長
し

た
保

存
期

間
が

満
了

す
る

日
後

に
お

い
て

も
、

当
該

各
号

に
定

め
る
期

間
が
経

過
す

る
ま
で

の
間
は

廃
棄

し
て
は

な
ら

な
い
。

⑴
現

に
、

監
査

、
検

査
等

の
対

象
に

な
っ

て
い

る
文

書
当

該
監

査
、

検
査

等
が

終
了

す
る

ま
で

の
間

⑵
沖

縄
県

情
報

公
開

条
例

（
平

成
1
3
年

沖
縄

県
条

例
第

3
7
号

）
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

開
示

請
求

が
あ

っ
た

文
書

同
条

例
第

1
1
条

第
１

項
又

は
第

２
項

に
規

定
す

る
開

示
決

定
又

は
不

開
示

決
定

が
あ

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

１
年
間

（
文

書
の

編
集

）
（

削
る
）

第
4
0
条

文
書

が
完

結
し

た
と

き
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

校
長

の
指

示
に

従
い

編
集

す
る

も
の

と
す
る

。
⑴

完
結

し
た

文
書

は
、

文
書

年
度
ご

と
に

編
集
す

る
こ
と

。
⑵

文
書

の
編

集
は

、
完

結
年

月
日

の
古

い
も

の
を

最
上

位
に

し
て

月
日

の
順

に
、

同
一

事
案

の
文

書
に

つ
い

て
は

、
初

回
の

も
の

を
最

上
位

に
置

き
、

他
は

往
復

年
月

日
順

に
そ

の
下

に
編

集
す

る
こ

と
。

⑶
事

案
が

２
年

以
上

に
わ

た
る

文
書

は
、

最
も

新
し

い
文

書
の

日
付

に
属

す
る

年
に

編
集

す
る

こ
と

。
⑷

２
以

上
の

種
目

又
は

細
目

に
関

係
が

あ
る

文
書

は
、

最
も

関
係

の
深

い
種

目
又

は
細

目
に

編
集

し
、

他
の

関
係

種
目

又
は

細
目

に
そ
の

旨
表

示
す
る

こ
と

。
⑸

３
年

以
上

保
存

す
る

文
書

は
、
索

引
目

次
を
つ

け
る
こ

と
。

（
削

る
）

第
4
1
条

前
条

の
規

定
に

よ
り

文
書

を
編

集
し

た
と

き
は

、
文

書
保

存
箱

（
第

1
1
号

様
式

）
に

納
入

す
る

も
の

と
す

る
。

２
枚

数
の

関
係

で
３

年
以

上
保

存
す

る
文

書
を

同
じ

文
書

保
存

箱
に

入
れ

る
場

合
は

、
区

分
紙

を
入

れ
て

年
度

の
区

分
を

明
ら
か

に
す
る

も
の

と
す
る

。
３

枚
数

の
関

係
で

分
納

す
る

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
文

書
保

存
箱

に
分

納
し

た
こ

と
を

表
示

す
る

も
の

と
す

る
。

４
図

面
、

図
書

そ
の

他
規

格
又

は
厚

み
の

関
係

で
文

書
保

存
箱

に
納

め
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
は

、
適

宜
箱

若
し

く
は

紙
袋

に
入

れ
、

又
は

結
束

す
る

等
の

方
法

で
別

に
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

５
前

項
の

場
合

は
、

文
書

保
存

箱
の

代
わ

り
に

文
書

保
存

表
紙

（
第

1
2
号

様
式

）
を

用
い

て
表

示
す

る
も

の
と

す
る

。
（

文
書

の
廃

棄
）

（
削

る
）

第
4
2
条

文
書

取
扱

主
任

は
、

保
存

年
限

の
過

ぎ
た

文
書

を
廃

棄
す

る
と

き
は

、
文

書
廃

棄
台

帳
（

第
1
3
号

様
式

）
に

記
載

し
、

校
長
と

協
議

の
う
え

廃
棄
す

る
も

の
と
す

る
。

２
廃

棄
文

書
は

、
焼

却
、

裁
断

等
他

に
利

用
さ

れ
る

お
そ

れ
の

な
い

よ
う

な
方

法
で

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

（
保

存
文

書
の

表
記
、

点
検
）

（
削

る
）

第
4
3
条

文
書

取
扱

主
任

は
、

保
存

文
書

の
所

在
が

分
か

る
よ

う
に

、
そ

の
保

存
文

書
の

分
類

、
保

存
期

間
を

表
記

し
て
お

か
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

第
３
章

専
決

及
び

代
理

決
裁

第
４

章
専

決
（

副
校

長
及

び
教
頭

の
専

決
）

（
副

校
長

及
び

教
頭

の
専

決
）

第
６

条
（
略

）
第

4
4
条

副
校

長
は

、
別

表
第
２

に
掲
げ

る
事

項
を
専

決
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

２
教

頭
は

、
別

表
第

３
に

掲
げ

る
事

項
（

分
校

に
お

い
て

は
、

別
表

第
４

に
掲

げ
る

事
項

を
含

む
。

）
を

専
決

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

（
事
務

長
の

専
決
）

（
事

務
長

の
専

決
）
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第
７

条
（
略

）
第

4
5
条

事
務

長
は

、
別

表
第
４

に
掲
げ

る
事

項
を
専

決
す
る

こ
と

が
で
き

る
。

（
専
決

の
制

限
）

（
専

決
の

制
限

）
第

８
条

（
略

）
第

4
6
条

前
２

条
に

規
定

す
る

事
項

が
、

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
場

合
は

、
前

２
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
専

決
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
事

項
は

、
校

長
の

決
裁

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
⑴

特
に

重
要

と
認

め
ら

れ
る

も
の

⑵
異

例
に

属
し

、
又

は
先
例

と
な
る

お
そ

れ
が
あ

る
も
の

⑶
紛

議
を

生
ず

る
お

そ
れ
が

あ
る
も

の
（

専
決

の
報

告
）

（
専

決
の

報
告

）
第

９
条

（
略

）
第

4
7
条

専
決

し
た

事
項

の
ぅ

ち
、

校
長

が
当

該
事

項
を

知
っ

て
お

く
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

速
や

か
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

（
代
理

決
裁

）
第

1
0
条

校
長

が
決

裁
す

べ
き

事
項

に
つ

い
て

は
、

教
頭

（
副

校
長

を
置

く
学

校
に

あ
っ

て
は

、
副

（
新

設
）

※
第

2
6
条

及
び

第
2
6
条

の
２
に

相
当

す
る

校
長

）
が

代
理
決

裁
を
す

る
こ

と
が
で

き
る

。
２

事
務

長
が

専
決

す
べ

き
事

項
に

つ
い

て
は

、
事

務
長

が
あ

ら
か

じ
め

指
定

し
た

事
務

主
幹

又
は

事
務

主
査

が
代

理
決

裁
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
事

務
長

が
不

在
の

場
合

に
お

け
る

急
施

を
要

す
る
事

項
の

決
裁
に

つ
い
て

も
、

ま
た
、

同
様

と
す
る

。

（
代
理

決
裁

の
保
留

及
び

代
理

決
裁
後

の
措
置

）
（

新
設

）
第

1
1
条

こ
の

訓
令

に
定

め
る

代
理

決
裁

者
は

、
重

要
若

し
く

は
異

例
に

属
す

る
事

項
、

新
規

の
計

画
に

関
す

る
事

項
、

至
急

に
処

理
す

る
こ

と
を

要
し

な
い

事
項

又
は

上
司

が
あ

ら
か

じ
め

指
示

し
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

前
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

代
理

決
裁

を
保

留
し

、
上

司
の

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

２
代

理
決

裁
を

し
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

速
や

か
に

後
閲

を
受

け
、

又
は

報
告

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
あ

ら
か

じ
め

後
閲

又
は

報
告

を
要

し
な

い
旨

の
指

示
を

受
け

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
こ

の
限
り

で
な
い

。

第
４
章

証
明

書
等

の
交

付
手
続

き
（

新
設

）
第

1
2
条

卒
業

証
明

、
在

学
証

明
そ

の
他

の
証

明
の

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
証

明
書

等
交

（
新

設
）

付
申

請
書

（
第

１
号

様
式

）
に

、
次

に
掲

げ
る

書
類

及
び

沖
縄

県
立

高
等

学
校

等
の

授
業

料
等

の
徴

収
に

関
す

る
条

例
（

沖
縄

県
条

例
第

4
1
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
証

明
手

数
料

を
添

え
て

（
現

に
在

学
中

の
幼

児
、

児
童

又
は

生
徒

が
申

請
す

る
場

合
を

除
く

。
）

、
校

長
に

申
請

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
⑴

本
人

確
認
書

類
（
マ

イ
ナ

ン
バ
ー

カ
ー

ド
、
運

転
免

許
証

等
）

⑵
交
付

を
受
け

よ
う
と

す
る

者
の
委

任
を

受
け
た

も
の

が
申

請
す

る
場

合
委

任
状

２
校

長
は

、
次

に
掲

げ
る

証
明

書
等

を
交

付
す

る
場

合
は

、
厳

封
し

て
交

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

⑴
学
校

成
績
証

明
書
（

大
学

等
の
入

学
に

要
す
る

調
査

書
を

含
む

。
）

⑵
単
位

修
得
証

明
書

３
前

２
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

国
（

独
立

行
政

法
人

を
含

む
。

）
及

び
地

方
公

共
団

体
の

機
関

か
ら

証
明

書
等

の
発

行
を

求
め

ら
れ

た
場

合
そ

の
他

沖
縄

県
教

育
委

員
会

が
特

に
必

要
と

認
め

る
場

合
は

、
そ
の

限
り
で

な
い

。

別
表

第
１

削
除

別
表

第
１
（

第
1
3
条

関
係

）
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学
校

記
号

辺
土

名
高

等
学

校
辺

土
名

北
山

高
等

学
校

北
山

本
部

高
等

学
校

本
部

北
部

農
林

高
等

学
校

北
農

北
部

農
林

高
等

学
校
定

時
制

北
農
定

名
護

商
工

高
等

学
校

名
商
工

名
護

高
等

学
校

名
護

宜
野

座
高

等
学

校
宜

野
座

石
川

高
等

学
校

石
川

前
原

高
等

学
校

前
原

中
部

農
林

高
等

学
校

中
農

中
部

農
林

高
等

学
校
定

時
制

中
農
定

具
志

川
高

等
学

校
具

志
川

具
志

川
商

業
高

等
学
校

具
商

与
勝

高
等

学
校

与
勝

読
谷

高
等

学
校

読
谷

嘉
手

納
高

等
学

校
嘉

手
納

美
里

高
等

学
校

美
里

コ
ザ

高
等

学
校

コ
ザ

コ
ザ

高
等

学
校

定
時
制

コ
ザ
定

球
陽

高
等

学
校

球
陽

美
里

工
業

高
等

学
校

美
工

美
来

工
科

高
等

学
校

美
来
工

科

北
中

城
高

等
学

校
北

中
城

北
谷

高
等

学
校

北
谷

普
天

間
高

等
学

校
普

天
間

宜
野

湾
高

等
学

校
宜

野
湾

中
部

商
業

高
等

学
校

中
商
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西
原

高
等

学
校

西
原

浦
添

商
業

高
等

学
校

浦
商

浦
添

工
業

高
等

学
校

浦
工

陽
明

高
等

学
校

陽
明

浦
添

高
等

学
校

浦
添

那
覇

工
業

高
等

学
校

那
工

那
覇

工
業

高
等

学
校
定

時
制

那
工
定

那
覇

国
際

高
等

学
校

那
覇
国

際

泊
高

等
学

校
泊

通

泊
高

等
学

校
定

時
制

泊
定

那
覇

商
業

高
等

学
校

那
商

那
覇

高
等

学
校

那
覇

沖
縄

工
業

高
等

学
校

沖
工

首
里

高
等

学
校

首
里

首
里

東
高

等
学

校
首

里
東

真
和

志
高

等
学

校
真

和
志

小
禄

高
等

学
校

小
禄

那
覇

西
高

等
学

校
那

覇
西

豊
見

城
高

等
学

校
豊

見
城

豊
見

城
南

高
等

学
校

豊
見
城

南

南
部

農
林

高
等

学
校

南
農

開
邦

高
等

学
校

開
邦

南
風

原
高

等
学

校
南

風
原

南
部

商
業

高
等

学
校

南
商

南
部

工
業

高
等

学
校

南
工

向
陽

高
等

学
校

向
陽

知
念

高
等

学
校
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念

糸
満

高
等

学
校
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満

沖
縄

水
産
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等

学
校
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水
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高

等
学

校
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島
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表
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0

ペ
ー
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宮
古

高
等

学
校

宮
古

宮
古

総
合

実
業

高
等
学

校
宮

総
実

宮
古

工
業

高
等

学
校

宮
工

八
重

山
高

等
学

校
八

重
山

八
重

山
農

林
高

等
学
校

八
農

八
重

山
商

工
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等
学
校

八
商
工

八
重
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等
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商
工
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沖
縄
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学
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沖
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縄

ろ
う
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う

桜
野

特
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支
援

学
校

桜
特
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特
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支
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名
特

美
咲

特
別

支
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校
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特

泡
瀬

特
別

支
援

学
校

泡
特
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な

さ
き

支
援

学
校

は
な
さ

き

森
川

特
別

支
援

学
校

森
特

大
平

特
別

支
援

学
校

大
特

鏡
が

丘
特

別
支

援
学
校

鏡
特

鏡
が

丘
特

別
支

援
学
校

浦
添
分

校
鏡

特
浦

分

那
覇

特
別
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学
校
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特
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覇

み
ら
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校
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支

島
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学
校
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特

西
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特
別

支
援

学
校
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特
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別
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援

学
校
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重

山
特

別
支
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学
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特

沖
縄
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沖
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特
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等
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校
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支
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等
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校

陽
明
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支
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風

原
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等
支

援
学
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南
風
原
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支
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え

せ
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等
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校

や
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名
護
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附
属
桜
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が
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件
名
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1
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の

２
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2
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条
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係
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参照条文 
○沖縄県公文書等の管理に関する条例 

令和７年３月31日条例第３号 

（公文書管理規程） 

第10条 実施機関は、公文書の管理が第４条から前条までの規定に基づき適正に行われることを

確保するため、公文書管理規程を設けなければならない。 

２ 公文書管理規程には、公文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(１) 作成に関する事項 

(２) 整理に関する事項 

(３) 保存に関する事項 

(４) 公文書ファイル管理簿に関する事項 

(５) 移管又は廃棄に関する事項 

(６) 管理状況の報告に関する事項 

(７) 前各号に掲げるもののほか、公文書の管理が適正に行われることを確保するために必要

な事項 

３ 実施機関は、公文書管理規程を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

 

 

○沖縄県教育委員会公文書管理規程（案） 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、沖縄県公文書等の管理に関する条例（令和７年沖縄県条例第３号。以下「公

文書管理条例」という。）第10条第１項の規定に基づき、沖縄県教育委員会（以下「教育委員

会」という。）の権限に属する事務及び知事の権限に属する事務のうち委任又は補助執行を受

けた事務に係る公文書の管理について必要な事項を定めるものとする。 

 

 

○教育庁等文書管理規程 

（目的） 

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、沖縄県教育庁組織規則（昭和47年沖縄県教育委員

会規則第１号。以下「教育庁組織規則」という。）第２条に規定する沖縄県教育庁並びに沖縄

県立教育機関設置条例（昭和47年沖縄県条例第24号）、沖縄県立離島児童生徒支援センターの

設置及び管理に関する条例（平成27年沖縄県条例第51号）及び沖縄県立図書館の設置及び管理

に関する条例（平成30年沖縄県条例第57号）の定めるところにより設置される教育機関（以下

「学校を除く教育機関」という。）における文書の管理について必要な事項を定めることによ

り、行政事務の適切かつ能率的遂行に資することを目的とする。 

 

○県立学校処務規定 

（目的） 

第１条 この訓令は、別に定めるもののほか、県立学校（以下「学校」という。）における公印

取扱い、文書取扱い並びに副校長、教頭及び事務長の専決に関し、必要な事項を定めるものと

する。 
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